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ォ γ スの用車L~ をHlいており ， またil生券としては回遊乗車券・定

期衆;11券 ・ 回数乗車券 ・ 悶jj本来 111券 ・ 111内乗車券 ・ 車内急行券­

JI" 内特別 2 等車券 ・ 車内釆換券 ・ 自!fUJIII区間変更~Í' ・ 111内 fllì充

券 ・ 特殊filì充券 ・ 定期入場券当事で， 極主íiにより B 模造45斤・ 60

斤 . 80 斤 ・ 100 斤等にな っている。

(3) 来事券類の械式

現在国鉄で使用している来事券類の機式は，鉄道創業以来，

JIX.敏施設 ・ 設備 ・ 運送態械の~遊 ・ 印刷l技術の進歩 ・ H'J紙 1M;';

等により，その種類 ・ 名称 ・ 形状 ・ 着色 ・ 字模七五 ・ 表示事項の

配3'IJ . 体裁等について幾多の政院を経て今日に至ったもので，

そのおもなものは別掲のとおりである。

国鉄と他の迩輸機関との聞の旅客のìili忠告運輸の場合に. {史 HJ

する衆車券類の様式については， 専用のものを設けないで， 原

則l として国鉄所定のものに準ずることになっている。

(4) 乗車券の種類

現在使用されている来事券の極類はすこぶる多数に上ってい

るが， つぎのように極々の観点から分類する ことができる。

ア 乗車回数および乗車形態による分類

け)普通突事券引)定期衆車券(坊回数乗車券 lエ)日|

休来事券付)貸切乗車券

普通乗車券には片道来111券 ・ 往復乗車券およひ.回遊梁車券の

別がある。 片道乗車券は， 発着区間を同一方向に向って片道 l

回来事船する旅客に対して発売するもので，この来事券にかぎ

りさらに列車または自動車乗務員が発行する車内乗車券 (鉄道

用および自動車用つまり 自動車券)を設定している。

往復乗車券は. I可ーI~ I聞を往路と復路を 1 回来11工船する旅客

に対し発売するもので， 往路と復路の迎i送条件は同じであるこ

とをJil(則としている。 回遊乗車券は区!日1ft;皇統するが， そのう

ち一部の区間が復爽となるような区間の旅行をする旅客に対し

発売するもので，たとえば東京一日光 ・ 日光一仙台聞のように

各区間! の片道乗車券 (-inl復来)をつづり合わせたものといえる。

なおせ述乗車券はI 1反扱および印 M/l1の能率化等のため， 発駅

または箔駅名の表示について共通的なものとした運賃同傾地'ili'

の着駅共通乗車券・都区市内発着乗車券 (東京都区 ・ 大阪市内

のいずれの駅から乗車しでも，いずれの駅に下車しても差支え

ないもの) ・地図式乗車券 ・ 金券式来事券等がある。

f=f，温乗車券は， わが国鉄道創業当時においては衆車切手と称

し，その後通常乗車券と改称， 現在では普通乗車券と称し， 様

式は 1836 年頃 トー マス ・ エドモ γ ソ γが考案したもので，俗に

エドモ γ ソ γ式とも称している。わが国の鉄道創業当時は日文

のほかに英 ・ 仏 ・ 19lの4fJ1i国語で表示していたが，明治 9 年

(1876) 日 ・ 英の 2 箇国語に改められた。

定期乗車券は，一定の区聞を常時采111船する旅客に対し発売

するきm111券で， 普通定期乗車券・通勤定期乗車券および通学定

期乗車券の別がある。 ìt- j皿定期衆II1券はその使用目的を限定し

ていないが， 通勘定期衆Ilï券は勤務地と居住地との間を通勤の

ため ';if;1I寺来事船する旅客に対し発売し，通学定WHm"II券は学校

の学生 ・ 生徒の通学用として発売するものである。いずれも記

名式で，通用 jtJJ聞は 1 箇月 ・ 3 筒月および 6 箇月となっている。

なお普通定期jには東京電車環状線内各駅間有効の均一普通定期

乗車券を設定している。

定期乗車券の制度は WJ治 6 年(1 873) に始まり，当時は'n~~切

手と称していた。明治 41 年 (1908) 当時の機式は日 ・ 英 2 箇国

務で表示し， 速記式 3 片制で 1 片は旅客に交付 1 片はû駅

に送付 (~~í 駅は客持片と対照し局誹1査掛に拠i品) ・ 1 ;十は発行以

の挫としていた。

回数乗車券は，同一区間をしばしば采111船する旅客の使をは

かるため設定された衆車券で， 普通回数乗車券および均一回数

乗車券(東京都区内・東京電車環状線内および宇品線内に有効)

の別があり ， いずれも無記名式で，通周期聞は 1 箇月となってい

る。悶数梁Iド券の制度は ， 明治 33 年 ( 1 900) に創設され，当時は

使FFJ 50 図 ， 通周期間 90 日となっていたが， その後極類 ・ 回数 ・

通用J!jJI笥・織式等幾多の改正を経て今日におよんでいる。 団体

乗車券は団体制引の適用を受ける団体旅諮らすなわち等級 ・ 発

着駅および目的を同 じ く する 30 人以上が一回となって旅行す

る旅客(人員 ・ 行程等について鉄道の承認を必姿とする)に対し

発行するものであるが. 5 人以上 30 人未満の旅客がー聞 となっ

て，問一運送条件で旅行する場合にも ， 取扱の使宜上普通乗車

券の代用 として，これを発行し得ることになっている。

貸切乗車券は客車 ・ 11王室または船室の1''1:切をする場合に発行

するもので， これは手11m数が少ないので専用の乗車券を設けず，

便宜団体乗車券を訂正して使用する。

イ 発着区間 ・ 巡u等の印刷の有無に よる分英国

け)常lil1i衆 JII券(イ)補充乗車券(め指定乗車券

常備乗車券はあらかじめ乗車区間 ・ 通HJJtJJ問 ・ 等級 ・ 主I!賃等

の必~事項が印刷してある乗車券で， 発行の際はllíに日十i を表

示すれば足りるものである。あらかじめ巡送条件が限定されて

いるので，同一巡送条例4のものの発行にはもっとも能率的で，

接過およひ・IJr故防止等にも役立つ利点があるが， その反間適量

をこすと設備口数が治大することになり，取扱手数のi首加およ

び供給能率の低下を来たす欠点がある。片制は!庶民IJ と して旅客

用のみの 1 片制である。

補充乗車券は来事区間・適用期間 ・ 辺氏等の必要事項があら

かじめ印刷してない来事券で， 発行のつどこれを表示するもの

である。いずれの着駅にも発行し得る融通性があり ， 設備口数

および印刷の悶て、の利点はあるが， これに備すると発売能率が

低下し， 収入の盤FJ!報告も復雑化するの副長L、がある。片 jl司は原

則として旅客用と報告用との切断式甲 ・ 乙j打倒であ る。

指定乗車券は ';i~ {im式と補充式との中間的な衆耶券で，券面の

必主将E項はあらかじめ印刷してあるが， 着駅その他運送条件の

一部奥なるものにも発行し得るものである。性能は常師Iî式に属

するが， 運用は布Iì充式に属するから，常世1J式を設備する機準数

には達しないが， 干ilì充式とすることも発行手数を要するような

状態にある場合に効果のあるもので， 片 jl~Jは旅客月?と報告用と

の切断式甲 ・ 乙j打倒である。

ウ 来事等級による分綴

(7) 1 等衆1li~~ (1) 2 等乗車券 (坊 3~事来事券 (エ) 具

級乗車券

異級乗車券は l 等と 2 等または 2 等と 3 等のように， 来事区

間の一部を具なった等級によって旅行する場合に発行する例外

的なものである。

エ 旅客の年齢および身分による分類

(7) 大人用来事券 げ) 小児用衆車券(坊 大人小児用来車

券 (エ) 学生生徒用乗車券

オ 旅客の特定の有1!!~による分類

(7) 記名式衆車券 (イ) 無記名式乗車券

記名式乗車券は， 表聞に記載された名義人または名義人が代

表する一行以外には使用できない乗車券で， 前者には定期l乗車

券. 1;走者に団体策車券がある。無記名式緊Jli券は，旅客を特定

せず何人でも乗車券を所持することにより来事し得るもので，

現在用いられている衆車券は. J原則と して無記名式である。

カ 旅客の数を傑準とした分類
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